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1．社会福祉士制度の施行から現在に至るまでの間に、介護保険制度の施行等によ   
る措置制度から契約制度への転換など、社会福祉士を取り巻く状況は大きく変化   
しており、今後の社会福祉士に求められる役割としては、  
（D 福祉課題を抱えた者からの相談に応じ、必要に応じてサービス利用を支援す   

るなど、その解決を自ら支援する役割  
② 利用者がその有する能力に応じて、尊厳を持った自立生活を営むことができ   

るよう、関係する様々な専門職や事業者、ボランティア等との連携を図り、自  
ら解決することのできない課題については当該担当者への橋渡しを行い、総合   
的かつ包括的に援■助していく役割  

③ 地域の福祉課題の把握や社章資源の調整・開発、ネットワークの形成を図る  
など、地域福祉の増進に働きかける役割   

等を適切に果たしていくことが求められている。   

2．今後の社会福祉士の養成課程においては、これらの役割を国民の福祉ニーズに   
応じて適切に果たしていくことができるような知識及び技術が身に付けられるよ   

うにすることが求められており、具体的には、  
（む 福祉課題を抱えた者からの相談への対応や、これを受けて総合的かつ包括的   

にサービスを提供することの必要性、その在り方等に係る専門的知識   
② 虐待防止、就労支援、権利擁護、孤立防止、生きがい創出、健康維持等に関 

わる関連サービスに関わる基礎的知識   



③ 福祉課題を抱えた着からの相談に応じ、利用者の自立支援の観点から地域に   
おいて適切なサービスの選択を支援する技術   

④ サービス提供者間のネットワークの形成を図る技術  
⑤ 地域の福祉ニーズを把握し、不足するサービスの創出を働きかける技術  
⑥ 専門職としての高い自覚と倫理の確立や利用者本位の立場に立った活動の実  

践   

等を実践的に教育していく必要がある。   

3．以上を踏まえ、実践力の高い社会福祉士を養成する観点から以下のような視点   
で、教育力リキュラムの見直しを行うこととする。   

【時間数】   

○ 一般養成施設については、現行の1年以上という修業年限を前提としつつ、   
新たな分野の追加等により、1，200時間まで充実を図る。   

○ 短期養成施設については、現行の6月以上という修業年限を前提としつつ、   

教育時間数は一般養成施設の教育力リキュラムの見直しを踏まえて、660時間  
まで充実を図る。  

【教育力リキュラムの構成】  

○ 教育力リキュラムの構成は、   
（む 「人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法」   
② 「総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術」   

③ 「地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術」   

④ 「サーービスに関する知識」   

⑤ 「実習・演習」   

の科目群からなるものとする。   

○ なお、  
「人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法」及び「総合的かつ包  

括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術」については、社会福祉士  
に求められる知識及び技術のうち、主に2の（D、③、④及び⑥に対応するも  
のとして、  

「地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術」については、主に2の  
④及び6）に対応するものとして、  

「サーービスに関する知識」については、主に2の②に対応するものとし  
て、  

「実習・演習」については、他の講義系科目との連動性にも配慮しつつ、  
2の（Dから⑥までの知識及び技術を実践的に習得するものとして、   

位置付け、それぞれ具体的に科目を設定する。  
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【教育内容（シラバス）】  

○ 教育内容（シラバス）については、国家試験によって社会福祉士として必   
要な知識及び技能が評価されることを踏まえ、詳細な内容までは示さないこと   

とし、それらについては、出題基準の中で網羅的に反映させる。   

【大学等における指定科目■基礎科目】  

○ 大学等における指定科目・基礎科目については、科目名が一致していれば足   
りることとされている現行の仕組みを基本的には維持するが、特に実習・演習   
に関して教育内容や時間数にばらつきがあるとの指摘があることを踏まえ、実   
習・演習の教育内容や時間数、教員要件等について養成施設と同等の基準を満   
たさなければならないこととする。  

○ また、指定科目・基礎科目の科目名について、現行と同様、一定の読替の範   
囲を設定する。  
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（参考）現行の教育力リキュラム  

科目   
時間数  大学等  

一般養成施設   短期養成施設   指定科目   基礎科目   

社会福祉原論   60h  ○   ○   

老人福祉論   60h  ○   ○   

障害者福祉論   60h  ○   ○   

児童福祉論   60h  ○   ○   

社会保障論   60h  

公的扶助論   30h  
3科目のうち  3科目のうち  

1科目  1科目  
地域福祉論   30h  

社会福祉援助技術論   120h   120h   ○  

社会福祉援助技術演習   120h   120h   ○  

社会福祉援助技術現場実習   180h   180h   ○  

社会福祉援助技術現場実習指導   90h   90h   ○  

心理学   30h  

社会学   30h  
3科目のうち  

1科目  
法学   30h  

医学一般   

介護概論   
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※ 時間数については、一般養成施設の場合  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・心身拙能と身体構造及び様々な疾病  Q）人の成長・発達   ○ 身休の成長・発達  

や障害の概要について、人の成長・発  ○ 精神の成長・発達  
連や日常生活との関係を踏まえて理  

解する。  
○ 老化  

②心身機能と身体構造の概要  ○ 人l本部位の名称   ・頭部、頚部、胸部、背部、腹  

・国際生活機能分類（ICF）の基本的考  部、四肢、体幹、脊柱、血管   

え方と概要について理解する。  ・その他  

0 各器官等の構造と機能   ・血液、呼吸器、消化器、泌尿  
・リハビリテーションの概要について理  器、循環器、支持運動器官、   
解する。  内分泌器官、神経系、感覚器、  

皮店、生殖器  

・その他  ※社会福祉士に必要な内容となるよう  

○国際障害分類（ICIDH）から  
留意すること。  

l司際生活緩能分類（ICF）への  

変遷  

○心身機能と身体構造、活動、  

参加の概念  

○ 環境因子と個人因子の概念  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

④健康の捉え方   ○ 健康の概念   ■WHO憲章による健康の定義  

・その他の定義  

⑤ 疾病と障害の概要   ○ 疾病の概要   ・悪性腫瘍、生活習慣病、感染  

症、神経・精神疾患、先天性・  

精神疾患、難病  

・その他  

○ 障害の概要   ・視覚障害、聴覚障害、平衡槻  

能障害、肢体不自由、内部陣  

書、発達障害、認知症、高次脳  

機能障害、精神障害  

・その他  

○精神疾患の診断・統計マ  ■精神疾患の診断・統計マニユ  

ニュアル（DSM－Ⅳ）の概要  アル（DSM－Ⅳ）  

・その他  
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シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項   
想定される教育内容の例  

・心理学理論による人の理解とその技  ○ 心と脳  

法の基礎について理解する。  
○ 情動・情緒  

・人の成長一発連と心理との関係につい  
○ 欲求・動機づけと行動  

て理解する。  ○ 感覚・知覚・認知  

○ 学習・記憶・思考  
・日常生活と心の健康との関係につい  

て理解する。  
○ 知能，創造性  

○ 人格・性格  

・心理的支援の方法と実際について理  ○ 集団  

解する．、  ○ 適応  

○ 人と環境  

※社会福祉士に必要な内容となるよう   ○ 発達の概念   ・発達の定義、発達段階、発達   

留意すること。  課題、生涯発達心理、アタッチ  

メント、アイデンティティ  

・喪失体験  

・その他  

コ＿′  

・ストレス症状（うつ症状、アル  

コール依存、燃え尽き症候群  

（バーンアウト）を含む。）  

・ストレスマネジメント  

－その他   

シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

亘）心理的支援の方法と実際  ○ 心理検査の概要   ・人格検査、発達検査、知能検  

査、適性検査  

・その他  

○ カウンセリングの概念と範囲  ・カウンセリングの目的、対象、  

方法  

・ピアカウンセリングの目的、方  

；去  

・その他  

○カウンセリングとソーシャル  

ワークとの関係  

ノ   不  

理専門職を含む）   法、家族療法、ブリーフ・サイコ  

セラピー、心理劇、動作療法、  

SST（生活技能訓練）  

・臨床心理士  

・その他   
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・社会理論による現代社会の捉え方を  G）現代社会の理解   0 社会システム   ・社会システムの概念、文化・   

理解する。  規範、社会意識、産業と職業、  

社会階級と社会階層、社会指  

・生活について理解する。  棲  

・その他  

・人と社会の関係について理解する。  ○ 社会変動   ・社会変動の概念、近代化．産   

美化、情報化  
・社会問題について理解する。  ・その他  

（⊃ 人口   ・人口の概念、人口構造、人口  

※社会福祉士に必要な内容となるよう  問題、少子高齢化  

留意すること。  
■その他  

○ 地域   ・地域の概念、コミュニティの  

概念、都市化と地域社会、過  
疎化と地域社会、地域社会の  

集団・細線  

・その他  

0 社会集団及び細粒   ・社会集団の概念、第一次集  

団、第二次集団、ゲゼルシヤフ  

ト、ゲマインシャフト、アソシ  

エーション、組織の概念、官僚  

制  

・その他  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

②生活の理解   ○ 生活構造の概念  

○ ライフステージ  

0 生活時間  

○ 消費  

○ 生活様式、ライフスタイル  

○ 生活の質  

〈診人と社会の関係   0 社会関係と社会的孤立  

○ 社会的行為  

0 社会的役割  

○ 社会的ジレンマ  

○ 社会問題の捉え方   ・社会病理、逸脱  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・現代社会における社会保障制度の課  0）現代社会における社会保障  ○ 人口動態の変化、少子高齢  

題（少子高齢化と社会保障制度の関係  制度の課題（少子高齢化と社  化   

を含む。）について理解する。   会保障制度の関係を含む。）  ○ 労働環境の変化   ・男女共同参画   

・ワークライフバランス  
・社会保障の概念や対象及びその理念  ・その他  
等について、その発達過程も含めて理  

解する。  
②社会保障の概念や対象及  

ぴその理念   ○ 社会保障の役割と意義  

・公的保険制度と民間保険制度の関係  ○ 社会保障の理念  
について理解する。  

○ 社会保障の対象  

・社会保障制度の体系と概要について  

理解する。  ③社会保障の財源と費用   ○ 社会保障の財源  

○ 社会保障給付費  
・年金保険制度及び医療保険制度の具  

体的内容について理解する。  
○ 国民負担率  

④ 社会保険と社会扶助の関係  ○ 社会像険の概念と範匪l  

・諸外国における社会保障制度の概要  ○ 社会扶助の概念と範囲  
について理解する。  

⑤公的保険制度と民間保険制  

度の関係   険、民間介護保険  

■その他  

○ 年金保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○ 介護保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 労災保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 雇用保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 社会福祉制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 生活保護制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 家族手当制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

⑦年金保険制度の具体的内  

容   ○ 厚生年金  

○ 各種共済組合の年金  

⑧医療保険制度の具体的内  

容   ○ 健康保険  

0 各種共済組合の医療保険  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・社会調査の意義と方法の概要につい  ○ 社会調査の意義  

て理解する。   ○ 社会調査の対象  

②量的調査   0 全数調査と標本調査   ・母集団、標本、標本抽出  

・その他  

○ 横断調査と縦断調査  

○ 自計式調査と他計式調査  

○ 測定   ・測定の水準、測定の信穎性と  

妥当性  

■その他  

○ 質問紙の作成方法と留意点  ・ダブルバーレル質問、パーソ  

ナルな質問とインパーソナルな  

質問  

・その他  

○ 調査票の配布と回収   ・訪問面接調査、郵送調査」雷  

め置き調査  

・その他  

・単純集計と吉己述統計、質的  

データの関連性（クロス集計）  

、量的データの関連性（散布  

図、相関と回帰）  

・その他   

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

③ 質的調査   ○ 観察法   ・非参与観察法、参与観察法、  

統制的観察法  

・その他  

○ 面接法   ・自由面接法、構造化面接、半  

構造化面接  

・その他  

○質的調査における記録の方  

法と留意点  

○質的調査のデータの整理と  

分析   デッドセオリーアプローチ  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・社会福祉士の役割（総合的かつ包括  0）社会福祉士の役割と意義  ○ 社会福祉士及び介護福祉  ・定義、義務   

的な援助及び地域福祉の基盤整備と  士法   ・法制度成立の背景   

開発含む）と意義について理解する。  ・法制度見直しの背景  

・その他  
・相談援助の概念と範囲について理解  

する。  
0社会福祉士の専門性  

② 相談援助の概念と範囲   0 社会福祉士及び介護福祉  ・定義、義務   

・相談援助の理念について理解する。  
士法   ・その他  

○ソーシャルワークに係る各  

・相談援助における権利擁護の意義と  種の国際定義   （lFSW）の定義   

範囲について理解する。  ・その他  

○ソーシャルワークの形成過  

・相談援助に係る専門職の概念と範囲  程   ・セツルメント運動   
及び専門職倫理について理解する。  ・その他  

（卦相談援助の理念   
・総合的かつ包括的な援助と多職種連  

○ 人権尊重  

携の意義と内容について理解する。  ○ 社会正義  

○ 利用者本位  

0 尊厳の保持  

○ 権利陳護  

○ 自立支援  

0 社会的包摂  

○ ノーマライゼーション  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

（9相談援助に係る専門職の概  

念と範囲   医l  

○ 福祉行政における専門職  ・福祉事務所の現業員、査察  

指導員、社会福祉主事、児童  

福祉司、身体障害者福祉司、  

知的障害者福祉司  

・その他  

○民間の施設・組織における  

専門職   祉協議会の職員、地域色桔支  

援センターの職員  

・その他  

○ 諸外国の動向  

⑥専門職倫理と倫理的ジレン  

マ   0 倫理綱領  ・社団法人日本社会福祉士会  

倫理絹領、国際ソーシャル  

ワーカー連盟く1FSW）倫理綱領  

・その他  

○ 倫理的ジレンマ  

○ジェネラリストの視点に基く  

多職種連携（チームアプローチ  

含む）の意義と内容  意義と内容  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助における人と環境との交互  0 人と環境の交互作用   ○ システム理論   ・一般システム理論、サイバネ   

作用に関する理論について理解する。  ティツクス、自己組織性  

・その他  

・相談痩助の対象と様々な実践モデル        ②相談援助の対象   ○ 相談援助の対象の概念と範  
について理解する。  

匪l  

・相談援助の過程とそれに係る知識と      ③様々な実践モデルとアブ  

技術について理解する（介護保険法に  
ローチ   ○ 生活モデル  

よる介護予防サービス計画、居宅サー  ○ ストレングスモデル  

ビス計画や施設サービス計画及び障害  
○ 心理社会的アプローチ  

者自立支援法によるサービス利用計画  
○ 機能的アプローチ  についての理解を含む。）  

○ 問題解決アプローチ  

・相談援助における事例分析の意義や  ○ 課題中心アプローチ  
方法について理解する。  

○ 危機介入アプローチ  

・相談援助の実際（権利擁護活動を含  ○ 行動変容アプローチ  

む。）について理解する。  ○ エンパワメントアプローチ  

○ 受理面接（インテーク）   ・インテ「クの意義、目的、方  

法、留意点、方法  

・その他  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるぺき事項  

○ 支援の計画（プランニング）  ・プランニングの意義、目的、  

留意点、方法  

・支援方針・内容の説明・同意  

・介護予防サービス計画  

・居宅サービス計画  

・施設サービス計画  

・サービス利用計画  

・その他  

○ 支援の実施   ・支援の意義、目的、方法、雷  

意点  

・その他  

○経過観察くモニタリング）と評  

価   的、留意点、方法  

・その他  

○ 支援の終結と効果測定   ・支援の終結と効果測定の目  

的、留意点、方法  

・その他  

○ アフターケア   ・アフターケアの目的、留意点、  

方法  

・その他  

（9相談援助における援助関係  ○ 接助関係の意義と概念  

○ 援助関係の形成方法   ・コミュニケーションとラポール、  

自己覚知  

・その他  



シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項  
想定される教育内容の例  

⑦ケースマネジメントとケアマ  

ネジメント   ネジメントの意義、目的、方法、  

留意点  

（秒アウトリーチ   ○アウトリーチの意義、目的、  

方法、留意点  

⑨相談援助における社会資源  

の活用・調整・開発   の意義、目的、方法、留意点  

q二◎ネットワーキング（相談援助  

における多職種・多機関との連  

携を含む。）   携を含む。）の意義、目的、方  

法、留意点  

○家族や近隣その他の者との  
ネットワーキング、サービス提  

供者間のネットワーキング、そ  

の他  

○ケア会議の意義と留意点  

j二り集団を活用した相談援助  ○集団を活用した相談援助の  

意義、目的、方法、留意点  

○グループダイナミックス、自  

助グループ、その他  

⑫ スーパービジョン   ○スーパービジョンの意義、  

目的、留意点、方法  

朋仁妃錦   0記録の意義、目的、方法、雷  
意点  

㈲相談援助と個人情報の保護  

の意義と留意点   

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑪ 事例分析   ○事例分析の意義、目的、方  

法、留意点  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、  0）地域福祉の基本的考え方  ○ 概念と範囲   ・定義   

権利擁護、自立支援、地域生活支援、  ・その他  

地域移行、社会的包摂等を含む。）と  ○ 地域福祉の理念   ・人権尊重、権利擁護、自立支   
について理解する。  援、地域生活支援、地域移行、   

社会的包摂  
・地域福祉の主体と対象について理解  ・その他  
する。  

○ 地域福祉におけるアウトリー  

チの意義  ・地域福祉に係る組織」団体及び専門  

職の役割と実際について理解する。  0 地域福祉の主体  

○ 地域福祉の対象  
・地域福祉におけるネットワーキング  

（多職種・多機関との連携を含む。）の  
○ 社会福祉法   ・地域福祉の推進  

・その他  意義と方法及びその実際について理  

解する。  （卦 地域福祉に係る組織、団体  ○ 行政組織と民間組織の役割  ・地方自治体、社会福祉法人、  

及び専門職や地域住民   と実際   特定非営利活動法人、社会福   

・地域福祉の推進方法（ネットワーキン  祉協議会、民生委鼻■児童委   

グ、社会資源の活用・調整・開発、福祉  員、共同募金、自治会、ボラン   

ニーズの把握方法とサービスの評価  ティア組織   

方法を含む。）について理解する。  ・その他  

26  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

（わ 地域福祉の推進方法   ○ネットワーキング（多職種・  

多機関との連携を含む。）   多様関との連携を含む。）の意  

義と方法及び実際  

・その他  

○社会資源の活用・調整・聞  

発   整・開発の意義や目的と留意  

点及びその方法と奏際  

・その他  

○地域における福祉ニーズの  

把握方法と実際   法と実際  

・その他  

・量的な福祉ニーズの把握方  

法と実際  

・その他  

・ストラクチャー評価、プロセス  

評価、アウトカム評価  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・福祉の行財政について理解する。  0）福祉行政の実施体制   ○ 国の役割   ・法定受託事務と自治事務  

・その他  

・福祉計画の意義や目的、方法、留意  ○ 都道府県の役割   ・福祉行政の広域的調整、事  
点について理解する。  業者の指導監督  

・その他  

○ 市町村の役割   ・サービスの実施主体、介護保  

険制度における保険者  

・その他  

②福祉の財源   ○ 国の財源  

○ 地方の財源  

（）保険料財源  

○ 民間の財源  

（卦 福祉行政の組織及び団体の  ○ 福祉事務所   ・定義、役割、実際  

役割   ○児童相談所  ・その他  

○身体障害者更生相談所  

○知的障害者更生相談所  

○婦人相談所  

○地域包括支援センター  

④福祉行政における専門職の  ○ 福祉事務所の現業員、査察  ・定義、役割、実際  

役割   指導員   ・その他  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○身体障害者福祉司  

○知的障害者福祉司  

（9福祉行財政の動向  

（扮 福祉計画の意義と目的   ○ 福祉計画の意義と目的  

○福祉計画における住民参加  

の意義  

○福祉行財政と福祉計画の関  

係  

⑦福祉計画の主体と方法   ○ 福祉計画の主体  

○ 福祉計画の種類   ・地域福祉計画、老人保健福  

祉計画、介護保険事業計画、  

障害福祉計画  

・その他  

○ 福祉計画の策定過程   ・問題分析と合意形成過程  

・その他  

○福祉計画の策定方法と留意  

点  

0 福祉言十画の評価方法  
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シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

・福祉サービスに係る組織や団体（社  0）福祉サービスに係る組織や  ○ 社会福祉法人制度   ・定義、役割、税制、実際   

会福祉法人、医療法人、特定非営利活  ・その他  
動法人、営利法人、市民団体、自治会  ○ 特定非営利活動法人制度  ・定義、役割、税制、実際  
など）について理解する。  

・その他  

・福祉サービスの経営と管理遷宮につ   ○ その他の組織や団体   ・医療法人、公益法人、営利   

いて理解する。  法人、市民団体、自治会  

・その他  

（診福祉サービス提供組織の経  

嘗と実際   ○ 財源   ・自主財源、寄付金、補助金、  

介護報酬  

・その他  

○福祉サービス提供組織の経  

嘗の実際  

③福祉サービスの管理運営の  ○ 適切なサービス提供体制の  ■ スーパービジョン体制  

方法と実際   確保   ・苦情対応、リスクマネジメン  

トの方法  

・その他  

○ 働きやすい労働環境の整備  ・キャリアパス  

・OJTやOFF－JT  

t育児・介護休業  

・メンタルヘルス対策  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

止制度の意義や  

係について理解  
○ 福祉政策の概念と理念  

0 福祉制度と福祉政策の関係  

－ズと資源につ  ○ 前近代社会と福祉   ・救貧法、慈善事業、博愛事業、  

相互扶助  

・その他  

いて理解する。  0 近代社会と福祉   ・第二次世界大戦後の窮乏社  

会と福祉、経済成長と福祉  
（福祉政策にお  ・その他  
．個人の役割を  

「る。  
○ 現代社会と福祉   ・新自由主義、ポスト産業社  

会、グローバル化、リスク社会  

（教育政策、住宅  
、福祉多元主義  

・その他  
・。）の関係につい   

③福祉政策におけるニーズと  ○ 需要とニーズの概念   ・需要の定義、ニーズの定義  

資源  ・その他   

政策との関係に  ○ 資源の概念   ・資源の定義  

・その他  

現代宇土会における福‡  

理念、福祉政策との関七  

福祉政策におけるニー  

いて理解する。  

・福祉政策の課是引二つ  

福祉政策の構成要素  

ける政府、市場、家族、  

含む。）について理解す  

福祉政策と関連政策  

政策、労働政策を含む  

て理解する。  

・相談援助活動と福祉  

ついて理解する。  

32  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

0福祉政策の現代的課題  ・社会的包摂、社会連帯、セー  

フティネット  

・その他  
0福祉政策の課題と国際動向  

0 福祉政策の論点   ・効率性と公平性、必要と資源、  

普遍主義と選別主義、自立と  

依存、自己選択とパターナリズ  

ム、参加とエンパワーメント、  

ジェンダー、福祉政策の視座  

・その他  

0福祉政策における政府の役  

割  

○福祉政策における市場の役  

割  

○福祉政策における国民の役  

割  

○ 福祉供給部門   ・政府部門、民間（営利・非営  

利）部門、ボランタリー部門、イ  

ンフォーマル部門  

・その他  

0 福祉供給過程   ■公私（民）関係、再分配、割当、  

行財政、計画  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内寧の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑥福祉政策と関連政策   ○ 福祉政策と教育政策  

○福祉政策と住宅政策  

○福祉政策と労働政策  

34  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・高齢者の生活実態とこれを取り巻く社  0）高齢者の生活実態とこれを  ○ 高齢者の生活実態とこれを  

会情勢、福祉・介護需要（高齢者虐待  取り巻く社会情勢、福祉・介護  取り巻く社会情勢   

や地域移行、就労の実態を含む。）   需要（高齢者虐待や地域移行、  ○ 高齢者の福祉需要  ・高齢者虐待の実態、高齢者  
について理解する。   就労の実態を含む。）   

の地域移行や就労の実態  

・その他  
・介護の概念や対象及びその理念等  

について理解する。  ○ 高齢者の介護需要  ・要介護高齢者の実態、認知  

症高齢者の実態   

・介護過程における介護の技法や介護  

予防の基本的考え方について理解す  と範囲  

る。  ○ 介護の理念  

○ 介護の対象  
・終末期ケアの在り方（人間観や倫理  

を含む。）について理解する。  ・3）介護予防   ○ 介護予防の必要性  

ランの実際  

・介護保険制度について理解する。  （郭 介護過程   ○ 介護過程の概要  

・高齢者の福祉・介護に係る他の法制  

虔の概要について理解する。  （9 認知症ケア   ○ 認知症ケアの基本的考え方  

○ 認知症ケアの実際  

（斡終末期ケア   ○ 終末期ケアの基本的考え方  

○終末期ケアにおける人間観  

と倫理  

○ 終末期ケアの実際  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

（扮 介護保険法   ○ 介護保i咲法の概要   ・介護保険制度の目的、保険  

者と被保険者、保険料、要介  

護認定の仕組みとプロセス、  

居宅サービスの捜短、施設  

サービスの種類、住宅改修の  

種類、地域支援事業、苦情処  

理、審査請求、介護保険制度  

の最近の動向  

・その他  

⑨介護保険法における組織及  

び団体の役割と実琴   
○ 市町村の役割  

○ 都道府県の役割  

○ 指定サービス事業者の役割  

○国民健康保険団体連合会  

の役割  

○介護保険制度における公私  

の役割関係  

○ 介護支援専門員の役割  

○ 訪問介護員の役割  

○ 介護職員の役割  

○福祉用具専門相談員の役  

割  

○介護相談員、認知症サボー  

ターの役割  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑪介護保険法におけるネット  

ワーキングと実際   ・連携の実際  

■その他  

0サービス利用時における連  

扶   ・連枝の実際  

・その他  

⑫地鱒包括支援センターの役  

割と実際   織体系  

○地域包括支援センターの活  

動の実際   ・その他  

綿 毛人福祉法   ○ 老人福祉法の概要   ・老人福祉法に基づく措置  

・その他  

⑭高齢者虐待の防止、高齢者  

の養護者に対する支援等に関  
する法律（高齢者虐待防止法）   

○ 虐待発見時の対応  

⑮高齢者、障害者等の移動等  

の円滑化の促進に関する法律   

の概要  

○高齢者向け優良賃貸住宅、  

高齢者専用賃貸住宅  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・障害者の生活実態とこれを取り巻く社  Q）障害者の生活実態とこれを  ○ 障害者の生活実態とこれを  

会情勢や福祉需要（地域移行や就労  取り巻く社会情勢、福祉・介護  取り巻く社会情勢   

の実態を含む。）について   需要   ○ 障害者の福祉・介護需要  ・障害者の福祉・介護需要の   
理解する。  （地域移行や就労の実態を含  実態   

む。）   ・障害者の地域移行や就労の  
・障害者自立支援法の概要について理  実態   
解する。  ・その他  

・障害者の福祉・介護に係る他の法制  
（診障害者自立支援法   ○ 障害者自立支援法の概要  ・障害者自立支援法の目的、  

度の概要について理解する。  
障害程度区分判定の仕組みと  

プロセス、支給決定の仕組み  

とプロセス、財源、障害福祉  

サービスの種類、障害者支援  

施設の種類、補装具・住宅故  

修の種類、自立支援医療、地  

域生活支援事業、苦情解決、  

審査請求、障害者自立支援制  

度の最近の動向  

・その他  

○ 匡lの役割  

○ 市町村の役割  

○ 都道府県の役割  

0 指定サービス事業者の役割  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○ 労働関係機関の役割   ・ハローワーク  

・その他  

○ 教育機関の役割   ・特別支援学校  

・その他  

○障害者自立支援制度におけ  

る公私の役割関係  

④障害者自立支援法における  

専門職の役割と実際   ○ サービス管理責任者の役割  

○ 居宅介護従業者の役割  

（9 障害者自立支援法における  ○ 医療関係者との連携   ・連携の方法  

多職種連携、ネットワーキング   ○障害程度区分判定時におけ  ・連携の実際  

と実際  
る連携  

・その他  

○サービス利用時における連  

携  

○労働関係機関関係者との連  

携  

○ 教育機関関係者との連携  

⑥相談支援事業所の役割と実  

際   系  

○相談支援事業所の活動の  

実際  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑧知的障害者福祉法   ○知的障害者福祉声の概要  ・療育手帳、知的障害者福祉  

法I±基づく痩置  

・その他  

⑨精神保健及び精神障害者福  ○ 精神保個及び精神障害者福  ・精神保健福祉手帳、精神保  

祉に関する法律   祉に関する法律の概要   鱒及び精神障害幸福祉に閲す  

る法律に基づく措置入院  

・その他  

⑩発達障害者支援法   ○ 発達障害者支援法の概要  ・発達障害者支援センターの  

役割  

・その他  

⑪障害者基本法   ○ 障害者基本法の概要  

地心神喪失等の状態で重大な  

他苦行為を行った者の医療及  

び観察等に関する法律   び観察等に関する法律の概要  

爾）高齢者、障害者等の移動等  

の円滑化の促進に関する法律   

の概要  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・児童・家庭の生活実態とこれを取り巻  0）児童・家庭の生活実態とこれ  ○ 児童・家庭の生活実態とこれ  ・少子化の進行   

く社会情勢、福祉需要（子育て、一人親  を取り巻く社会情勢、福祉需要  を取り巻く社会情勢   ・いじめ   

家庭、児童虐待及び家庭内暴力（D．V）  （一人親家庭、児童虐待及び家  ・少年犯罪   

の実態を含む。）について理解する。   庭内暴力（D．∨）、地域における  ・家庭の育児機能の低下  
子育て支援及び青少年育成の  ・その他   
実態を含む。）と実際   ・児童の権利について理解する。  ○児童・家庭の福祉需要（一人  

親家庭、児童虐待、家庭内暴  

・児童・家庭福祉制度の概要について  力（D．∨）、地域における子育て   

理解する。  支援及び青少年育成の実態を  

含む。）   暖及び青少年育成の実態   

一児童・家庭福祉に係る他の法制度の  

概要について理解する。  ②児童の定義と権利   ○ 児童の定義  

○ 児童の権利  

（卦 児童福祉法   ○ 児童福祉法の概要   ・児童福祉法の目的、児童福祉  

施設の種類、里親制度、児童  

福祉制度に係る財源、児童福  

祉サービスの最近の動向  

・その他  

④児童虐待の防止等に関する  ○ 児童虐待の防止等に関する  ・児童虐待防止法の日的、児童  

法律（児童虐待防止法）   法律の概要   虐待の定義、虐待予防の取り  

組み、虐待発見時の対応  

・その他  

⑤配偶者からの暴力の防止及  ○ 配偶者からの暴力の防止及  ・D．∨法の目的、D．∨の定義、家  

び被害者の保護に関する法律  び被害者の保護に関する法律  庭内暴力発見時の対応  

（D．∨法）   の概要   ・その他   

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑥ 母子及び寡婦福祉法   ○ 母子及び寡婦福祉法の概要  ・母子寡婦福祉法の目的、母  

子寡婦福祉資金、母子福祉施  

設、母子寡婦福制度に係る肘  

源、母子寡婦福祉サービスの  

最近の動向  

・その他  

（刀 母子保健法   ○ 母子保健法の概要   ・母子保健法の目的、母子健  

康手帳、養育医療の種類、母  

子保健制度に係る財源、母子  

保健サービスの最近の動向  

・その他  

⑧児童手当法   ○ 児童手当法の概要   ・児童手当の種類、児童手当  

に係る財源、児童手当制度の  

最近の動向  

・その他  

⑨児童扶養手当法   ○ 児童扶養手当法の概要   ・児童扶養手当の種類、児童  

扶養手当に係る財源、児童扶  

養手当制度の最近の動向  

・その他  

⑩特別児童扶養手当等の支  ○ 特別児童扶養手当等の支  ・特別児童扶養手当の種類、  

給に関する法律   給に関する法律の概要   特別児童扶養手当に係る財源、  

特別児童扶養手当制度の最  

近の動向  

・その他  

Q 

法   法の概要  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑩売春防止法   0 売春防止法の概要   ・婦人相談所、婦人保護施設、  

婦人相談員  

・その他  

⑭児童・家庭福祉制度におけ  

る組織及び団体の役割と実際   

0 都道府県の役割  

○ 家庭裁判所の役割  

0児童・家庭福祉制度におけ  

る公私の役割関係  

○家庭支援専門相談員の役  

割  

⑭児童・家庭福祉制度におけ  ○ 医療関係者との連携   ・連携の方法  
る多職種連携、ネットワーキン  ・連携の実際  

グと実際   ○教育関係者との連携  ・その他  

○労働施策関係者との連携  

0 児童相談所の組織体系  

○ 児童相談所と市町村の連携  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

一 低所得階層の生活実態とこれを取リ  ヨ）低所得階層の生活実態とこ  ○ 低所得者居の生活実態とこ  ・低所得者居の生活実態とこ   

巻く社会情勢、福祉需要とその実際に  れを取り巻く社会情勢、福祉需  れを取り巻く社会情勢、福祉需  れを取り巻く社会情勢、福祉票   

ついて理解する。  要と実際   要   要の実態  

・その他  

・生活保護制度について理解する。  ○ 生活保護費と保護率の動向  ・生活扶助、医療扶助、その他   

の扶助等の動向  ・自立支援プログラムの意義とその実  

際について理解する。  （診生活保護制度   ○ 生活保護法の概要   ・生活保護法の目的、基本原  

理、保護の原則、保護の種類   

一 生活保護制度に係る他の法制度のに  
と内容、保護の実施機関と実   

ついて理解する。  
施体制、保護の財源、保護施  

設の種類、被保護者の権利及  

び義務、生活保護の最近の動  

向  

・その他  

③生活保護制度における組織  

及び団体の役割と実際   ○ 都道府県の役割  

○ 市町村の役割  

○ ハローワークの役割  

④生活保護制度における専門  

職の役割と実際   ○ 査察指導員の役割  

扮生活保護制度における他職  ○ 医療との連携   ・連携の方法  

種連携、ネットワーキングと実  ・連携の実際  

際   
・その他   

○その他の施策との連携  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑥福祉事務所の役割と実際  ○ 福祉事務所の組織体系  

○ 福祉事務所の活動の実際  

⑦自立支援プログラムの意義  

と実際   ○自立支援プログラムの作成  

過程と方法  

○ 自立支援プログラムの実際  

（斡 低所得者対策   ○ 生活福祉資金の概要  

○低所得者に対する自立支援  

の実際  

○ 無料低額診療制度  

（9 低所得者へ住宅政策   ○ 公営住宅  
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シラバスゐ内容  
想定される教育内容の例   

ねらい  含まれるべき事項   

・医療保険制度（診療報酬に関する内  ① 医療保険制度   0医療保険制度の概要   ・高額療養費制度の概要   
容を含む。）の概要について理解す  ○ 医療費に関する政策動向  ・その他   
る。   

② 診療報酬制度   ○ 診療報酬制度の概要   ・多様な居住の鳩における在   

・保健医療サービスの概要と保健医療  宅療養  

サービスにおける多鞍種協働について  ・ターミナルケアを支援する診  

理解する。  療報酬制度  
・その他  

③保健医療サービスの概要  ○医療施設の概要  ・病院、特定機能病院、回復期  
○保健医療対策の概要  リハビリテーション病棟、地域  

医療支援病院、診療所  
・その他  

④保健医療サービスにおける  
専門職の役割と実際   

○インフォームドコンセントの  
意義と実際  

○ 保健師、看護師等の役割  

○作業療法士、理学療法士、  
言語聴覚士等の役割 

○医療ソーシャルワーカーの  
役割   務指針  

・その他  

（9保健医療サービス関係者と  ○ 医師、保健師、看護師等と  ・連携の方法  
の連携と実際   の連携   ・連携の実際  

・医療チームアプローチの実際  
・その他   
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動における自立支援の観  草）雇用・就労の動向と労働施  ○ 雇用・就労の動向   ・労働市場の動向   

点から、各種の就労支援制度の概要  貰の概要  ・ライフスタイルに応じた多様な   

について理解する。  働き方  

・障害者の雇用・就労を取り巻  

・就労支援に係る組織、団体及び専門  く情勢   
職について理解する。  ・その他  

○ 労働法規の概要  ・就労支援分野との連矧こついて理解  

する。  ②就労支援制度の概要   ○生活保護制度における就労  

支援制度   ・社会適応訓練事業  

・自立支援プログラム  

・ハローワークの取組  

・その他  

○障害者福祉施策における就  

労支援制度   ・就労継続支援事業A型  

・就労継続支援事業B型  

・その他  

○ 障害者雇用施策の概要   ・障害者雇用率制度、職業リハ  
ビリテーションの実施体制等  

・その他  

0 国の役割  

○市町村く福祉事務所）の役  

割  

52  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○ハローワークの役割と活動の  

実際  

○職業リハビリテーション機関  

の役割と活動の実際   の職業相談■職業紹介  
・地域障害者職業センターにお  
ける職業リハビリテーション  

・障害者就業・生活支援セン  

ターの取組  

・その他  

○障害福祉サービス事業所・  

障害者支援施設の役割  

④ 就労支鳳こ係る専門職の  ○ 生活保護制度に係る専門職  ■ 現業員の役割  

役割と実際   の役割   ■ その他  

○障害者福祉施策に係る専門  

職の役割   ・就労支援邑の役割  

■その他  

0職業リハビリテーションに係  

る専門職の役割   チ）  

一障害者亀芙カウンセラー  

・その他  

⑤就労支援分野との連携と実  （）ハローワークとの連携（生活  ・生活保護制度におけるハロー  

際   保護制度関係）   ワークとの連携の方法、連携の  
実際  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例 

ねらい   含まれるべき事項 

0 障害者福祉施策との連携  ・障害福祉サービス事業所・陣  

害者支援施設との連携の方法こ  

連携の実際  

・その他 
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動における権利擁護の観  8）成年後見制度   ○ 成年後見の概要   ・成年被後見人の行為能力   

点から、成年後見制度の概要（後見人  ・成年後見人の役割   
等の役割を含む。）について理解する。  ・その他  

・成年後見制度の実際について理解す  
○ 保佐の概要   ・被保佐人の行為能力  

る。  
・保佐人の役割  

・その他  

・社会的排除や虐待などの権利侵害や  ○ 補助の概要   ・補助人の役割   

認知症などの日常生活上の支援が必  ・その他  

要な者に対する権利擁護活動の実際  ○ 任意後見  
について理解する。  

○民法における親権や扶養の  

概要  

○成年後見制度の最近の動  

向  

（診 日常生活自立支援事業   ○日常生活自立支1芸事業の  
概要   ・生活支援員の役割  

・日常生活自立支援事業の最  

近の動向  
・その他  

③成年後見制度利用支援事  

業   実の概要  

○ 家庭裁判所の役割  

56  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○市町村の役割（市町村申  
立）  

○ 弁護士の役割  

○ 司法書士の役割  

○ 社会福祉士の活動の実際  

⑤成年後見制度を中■bとした  

権利擁護活動の実際   の実際  

○消費者被害を受けた者への  

対応の実際  

○被虐待児・者への対応の実  

際  

○アルコール依存者への対応  

の実際  

○ 非行少年への対応の実際  

○ ホームレスヘの対応の実際  

○多問題重複ケースヘの対応  
の実際  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・更生保護制度の概要について理解す  ○ 刑事司法の中の更生保護  

る。  
○ 保護税察  

・更生保護を中心に、刑事司法・少年司   ○ 生活環境調整  

法分野で活動する組織、団体及び専門  ○ 仮釈放等  
職について理解する。  

○ 更生緊急保護  

・刑事司法・少年司法分野の他機関等  ○ 恩赦  
との連携の在り方について理解する。  

○ 被害者等支援  

○ 犯罪予防  

②更生保護制度の担い手   ○ 保護観察官  

○ 保護司  

○ 更生保護施設  

○ 民間協力者  

○ 検察庁との連携  

○ 裁判所との連携  

○ 矯正施設部の連携  

○就労支援機開・団体との連  
携  

0 福祉機関・団体との連携  

58  

シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項  
想定される教育内容の例  

（診 医療観零制度の概要   0 生活環境  

．整  

○ 精神保健観察  

○ 関係機関・団体との連携  
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○ 短期養成施設における教育力リキュラムについては、従来の福祉系大学等において   

基礎科目を修めて卒業した者に加えて、一定の実務経験を有する行政職や社会福祉主   

事を対象とするものであることから、実習・演習など、実践力の向上に重点を置いた教育   

力リキュラムとする。  

60  
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見直し案   現行   

虜行どかリ   ○ 下表に定める数以上の専任教員を有すること。  

81人から200人まで   

63  ー82－   
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64  

○教員要件については、実践力の高い社会福祉士を養成する観点から、現行の教員要  
件を踏まえつつ、   

①様々な福祉サービスの現場で実際に活動している社会福祉士を広く活用できるよう  

にすること   

②従来管理職に限られていた国の行政機関又は地方公共団体の職員について、5   
年の実務経験があれば、管理職である（であった）か否かにかかわらず、教授できる  

ようにすること   

③「人体の構造と機能及び疾病」について、当該科目に関する研究領域を専攻した修   
士又は博士の学位を有する者も、教授できるようにすること   

といった見直しを行う。（その他の基準については、現行どおりとする。）  

【一般養成施設・短期養成施設共通】  
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（1）見直し実の概要  

○ 新しい教育力リキュラムにおける科目ごとに、   

①当該科目を担当する大学等における教授、准教授、講師又は助教   

②当該科目の担当として3年以上の教育経験を有する専門学校の専任教員   

③当該科目に関する研究領域を専攻した修士又は博士の学位を有する者   

④当該科目に関する業務に5年以上の実務経験を有する国の行政機関又は地方公共団体  

の職員（経験者を含む。）   

⑤5年以上の実務経験を有する社会福祉士   

⑥ 医師   

⑦5年以上の実務経験を有する介護福祉士   

⑧5年以上の実務経験を有する看護師等   

のいずれかを満たす教員を確保しなければならないこととする。  

66  

当該科眉を  

5年以上の  5年如上の  

（注）科目名ノま全て仮称 担当する大   
は士の苧   等   軸士   

又は助教   看   団体ゐ織貝   

人体の構造と機能及び疾病  ／  0  0   0    ／   
心理学理論と心理的支援   0   0   0    ／    ／    ／    ／    ／   
社会理論と社会システム   0   0   0    ／    ／    ／    ／    ／   
社会保障   0   0   0    ／    ／    ／    ／    ／   
社会調査の基礎   ○   0   

相談援助の基盤と専門職   0   0   

相談援助の理論と方法   0   0   

地域福祉の理論と方法   0   0   

福祉行財政と福祉計画   ○   ○   0    ／    ／    ／    ／    ／   
福祉サービスの組織と経営   0   0   0    ／    ／    ／    ／  
現代社会と福祉   0   0   0    ／    ／    ／    ／  
高齢者に対する支援と介護保倭制度   0   0   0   0   ○    ／  0   0   

障害者に対する支援と障害者自立支援制度   0   0   0   0   ○    ／    ／    ／   
児童や家庭に対する支援児童・家庭福祉制度   0   0   0   0   0  

低所得者に対する支援と生活保護制度   0   0   0   0   0    ／    ／    ／   
保健医療サービス   0   ○   0   0   0    ／    ／    ／   
就労支援サービス   0   0   0   0   0    ／    ／    ／   
成年後見制度   0   0   0   0   0    ／    ／   ／   
更生保護制度   0   0   0   0   0  

＊赤文字部分が今回の見直し部分  
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見直し案   現行   

鎚各科目毎の教員（添削指導者を含む。）の資格要  各科目毎の教員（添削指導者を含む。）の資格要件   

件については、次のアからりまでのいずれかに該当  

する者（人体の構造と機能及び疾病にあっては、ウ  

に限る∩）とする山  

老人福祉論、障害者福祉論、児章  
言止論、社会保障論、公、 

三大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教   （ア）大学院、大字、短期大学及びこれらに準ずる教   
育機関において、法令の規定に従い、当該科目を   育機関において、法令の規定に従い、当該科目を   

担当する教授、准教授、助教又は講師（非常勤を   担当する教授、准教授、助教又は講師（非常勤を   
含む。）として選考された者   含む。）として選考された者   

±専修学校の専門課程の専任教員として、当該科  （イ）専修学校の専門課程の専任教員として、当該科   

目を3年以上担当した経験のある者   目を3年以上担当した経験のある者   

ウ 大学院において、当該科目に関する研究領域を  （ウ）大学院において、当該科目に関する研究領域を   

専攻した看で修士又は博士の学位を有する者   専攻した看で修士又は博士の学位を有する者   

（卦1の真 に吐かわらず、次のアからエまでに げ  （エ）国の行政機関又は土 方公共団体において管理   

る科目については、（℃のアからりまでに揚げる者に、   職以上の経験があって、当該科目に関する業務に   

それぞれ次阻Zからエまでに掲げる者を加えるもの   3年以上従事した経験のある者（社会福祉原論を′  

と壬る比嘉齢者に対する支援と介護保険制度   u  
については、少な〈とも1人以上がアの（ウ）に該当す   

る看である′、、‾があること。   

担当する故指、助致又は講師け非常－A 

としてi巽老された者  

（イ）専修学校の専門課程の責任致昌として、当 

目を3年以上担当した経験のある者   

見直し案  

ア 紬引二対する支援と介護保険制度  

皿国の行政機関又は地方公共団体において脇息   

旦経験があって、当該科目に関する業掛こ5年以上   

従事した経験のある者  

Iこ関する業   

業務lこ従事した経験のあ   

る畳  

1二吐介護福祉士、保健師、助産師、又は看護師の   
資格取得後、5年以上介護又は看護業務に従事し   

た経験がある者  

イ 隠者割こ対する支援と障害者自立支援制度、児童  

福祉制度、低所得   

者に対する支援と生活保護制度、保健医療サービス、  

就労支援サービフし成年後見制度及び更生保言隻制度  

皿国の行政機関又は地方公共団休において脇息   

嬰経験があって、当該科目に関する業務に亘生以   

土従事した経験のある者  

（ウ）大学院 科目に関する研究領域を   

務に従事した経験のある者  

担当する教授、即蜘   

として選考された量  
（イ）専修学校の専門課程の専任教 

旦を3年以上担当した経験のある者  

㈱ 科目lこ関する研究領域圭   

専攻した看で修士又1ま博士の学位を有する着  

原則、内科医師  

介護福祉士、保健師、助産師、又は看護師の資格   
取得後、5年以上介護又は看護業務に従事した経験   

がある者   



顛紅寮   査洩繚 

【経過    措置】  

○就労支援サービス、成年後見制 度及び更生保護制 

度の教員の資格要件については、伶及び②の規定に   

かかわらず、平成24年3月31日までの闇．蕃成 雪几   

等が当該科白を教授するのに適当と 

とができるものとする   

70  
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（参考）現行の社会福祉士養成施設の教員要件について  

○ 現行の社会福祉士養成施設における教員要件については、科目ごとに、  

①当該科目を担当する大学等における教授、准教授、講師又は助教  

②当該科目の担当として3年以上の教育経験を有する専門学校の専任教員  

③当該科目に関する研究領域を専攻した修士又は博士の学位を有する者  

④当該科目に関する業務に3年以上の実務経験を有する国の行政機関又は地方公共団体の   

管理職以上の者（経験者を含む。）  

⑤ 5年以上の実務経験を有する社会福祉士  

⑥ 内科医師  

⑦5年以上の実務経験を有する介護福祉士又は看護師等  

のいずれかに該当する教員を確保しなければならないこととされている。  

72  

当l束科目に閤す  
当該科目を担  
当する大学等   5年以上の実務  

の実科経験を有  5以の  内科医師   集至五菜を有する介 士  
准教授．講師又  護福祉又は  
は助教   校のヰ任教員   看護師等  

社会福祉原論   

老人福祉論   

障害者福祉論   

児童福祉論   

社会保障論   

公的扶助論   

地域福祉論   

手土会福祉援助技術論   

社会福祉壬芸助技術演習   

社会福祉援助技術現場実習   

社会福祉援助技術現場実習指導   

心理学   

社会学   

法学   

医学一般  

介護概論  
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74  

○社会福祉士養成施設の設置主体については、運用上、地方公共団体、学校法人及び  

社会福祉法人のいずれかであることが要件となっているが、養成施設の指定基準にお  

いてこれを改めて明確化する。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

息直じ案 ⑯紅 

密会窟誕土着成筋穿仁つい紘虜定をL。  
ただL、儲士二蒼脚革質紛おいこ  

以下の虚妄濾紙  

設置圭休は．地方公共団体、学校法人及び社会福祉  経書鰍一致方公男上野鉄草根人戌循会膚放題   

法人を原則とすること∩   人を原二駒皆すること   
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○ 建物（校舎）については、  運用上、自己所有であることが要件となっているが、  
継続性が担保されることを前提に、借家の場合でも可能となるよう、規制を緩和する。   
■      ▲■■ 十   t■ ■  」  ■■■■    ■ ＿＿11■＿ ↑   ■■ ■ L ■■■■  ■■  ■■ ■  

見直し案  

＃会窟鉦土産成筋穿につい碓虜定をL。  
そ乱、儲土屋僻夢爵紛おいこ  

以下の東屋涛弘   

⑦夜会筈唐物についてば、申青年内「72β京β吉8  

仁工事を宕アL、新築の湯船舶の交付を摩  
／ナることまた舶筈について宅、すべて年内仁断   

つげを宕アすること  

①校舎等建物については、申請年内（12月末日まで）   

に工事を完7し、新築の場合は、検査済証の交付を受   

けること。また、備品等についても、すべて年内に備え  
つけを完了すること。なお、次の要件を満たし、かつ．お   

おむね20年以上にわたって使用できる場合には、借   

家であっても差し支えないこL  

Z」責貸借契約が締結されていること（設置計画書提出   
時においては仮契約締結でもよい。）町  

イ 賃借権の登記がなされていること。ただし、公共甲   

他についてはこの限りではない∩  

②校地は、設置者が所有するものであることを原則とす   
ること。なお、次の要件を満たし、かつ、おおむね20   

年以上にわたって使用できる場合には、借地であっても   

差し支えないこと。   

ア 借地契約が締結されていること（設置計画書提出時   

においては仮契約締結でもよい。）。   

イ 借地権（地上権又は賃借権）の登記がなされている   

こと。ただし、公共用地についてはこの限りではない。  

②炭彪ば、題屠者∂併有する古の否あること撤す  
ることなお、次の要件を属そL‥かつ、おおむね2β  

孝‾以上仁わたっ丁疫ノ野できる．場合仁ば、店彪で諺っ丁古  

屋L長ヌをいこと  

アぼ劇物樅きゎれlること牌画害者虎辟   
仁おい丁ば叡智勅萩紆ぞるよエ㌧ノ。  

イノ算彪う替（て地上鹿又ば青倉産ノの勘喝、きカ丁いる   
こと，えガL、公共用彪仁ついてばこのノ野りでぼ合い。  

01学級の定員については、40人以下でなければならないこととされているが、養成施設の裁量に   

より決定できるように改める。【一般養成施設・短期暮成施設共通】  
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○ 普通教室の数については、同時に授業を行う学級の数を下らない数を設置しなければならないこ  

ととされているが、講義系科目について、大教室における授業が可能となるよう、規制を緩和する。  
【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

① 同時に授業を行うために必要な数の普通教室を有  ①同時に授業を行う学級の数を下らない数の稟且旦   
すること。   普通教室を有すること。   

②普通教室の広さは、内法による測定で学生1人当  （診 普通教室の広さは、内法による測定で学生1人当   

たり1．65平方メートル以上であること。   たり1．65平方メートル以上であること。   

（ex．）1学級40人×2クラス（80人）の養成施設の場合  

〈現行〉 普通教室2室（40人×2室）以上が必要 → 〈見直し後〉 普通教室1室（80人×1室）でも可。  

78  

○ 社会福祉士の活動領域においては、パソコン等の汀機器を活用した支援が求められていることか   

ら、これらを活用した支援手法の学習の機会が確保されるよう、パソコン等のIT機器を設置すること   

が望ましし＼旨の規定を追加する。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し泰 現 

授業において、学生がパーソナルコンピューター等の  

汀機器を活用した相談援助の技術等を学習すことが  

できるよう、必要な設備を言削ナることが望ましいこと∩   

ー90－   



○ 図書室については、情報公開を進めることを前提に、図書室に係る設置規制のみ課すこととし、  

図書の具体的な数量は示さないこととする。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案  

①教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有   
すること。   

② 図書室を有すること。  
盈＿昼間課程及脚L塩定温軋別  
表第1に定める科目に関する専門図書を1．000間以   
上、学術維誌を10手旦通ぃ上備吾＿‾（いて・ニ十  

（か教育上必要な機械器具、国書その他の設備を有   

すること。   

② 図書室を有すること。  

3 学生の孔一丁）‡・軋－†二し、定期的に蔵よを補充・栗糾   

し、その充実に努恥   

斉）図書室の蔵書以外にも関連する文献等について  

膿報検索できるよう必墨壷塵畳鼓監艶すること。  

※ このほか、図書室内の蔵書量等についての情報公開を義務づけることとする。（→PlO2）  
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○ 演習室と実習指導室については、それぞれ別途教室を確保しなければならないこととされている  
が、授業の実施に当たって支障がない場合には、これらの教室を共用することが可能となるよう、規  

制を緩和する。【一般養成施設・短期暮成施設共通】   

見直し案   現行   

（D少なくとも学生20人につき1室の割合の演習室   ① 少なくとも学生20人につき1室の割合の演習室   

を有すること。   を有すること。   

2 ′J、なくと 越生2（〕人につき1⊂±コの割 で由一 ヒ、首  （∋丑 盲 ㌫助技術現場実習指導を行うための実   

を行うための実習指導室を有すること。  習指導室を有すること。   

ただし、授業の実施に当たって、教育に支障がない  

場合に限り∴蔓習窒と実習指導室とを 

ロ能であることn  
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（参考）現行の社会福祉士養成施設の設備基準について  

牒車埠恥   掃畢畢領   

1学級の定員   40人以下  

普通教室   同時に授業を行う学級の致を下らない数の専用 の普通教室を有すること 
。   

演習室   少なくとも学生20人につき1室を有すること。   演習室の1／2以上に視聴覚機器  

昼間課程  

夜間課程  社会福祉援助技術現場実習指導を行うための  
実習指導室を有すること。  

・図書室  
その他   教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有 すること 

。  

・学術雑誌を10種類以上   

1学級の定員   なし  

講義室   面接授業実施期間中に確保されていること。  

通信課程                演習室   
少なくとも学生20人につき1室を、面接授業実施  

期間中に確保されていること。  

実習指導室   なし  

その他   なし  

※大学については、この基準は適用されず、「大学等設置基準」等が適用されることとなる。  82  
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84  

○教育力リキュラム全体の見直しを踏まえ、実践力の高い社会福祉士を養成する観点か  

ら、実習・演習に関する教育内容についても、充実・強化を図ることとする。   

○また、現行、大学等においては、指定科目の名称と一致する科目の名称により、教育  

が行われていれば、養成施設の教育内容と同等であるものとして取り扱われているとこ  

ろであるが、特に実習・演習については、大学等によってその教育内容にばらつきが大  

きいとの指摘を踏まえ、教育内容や時間数についての基準を課すこととする。  
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シラバスの内容  

含まれるべき事項  

Q）以下の内容については相談援助実習を行う前に学習を開始し、十分   

な学習をしておくこと   
r‾●●‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾－‾■■■■－‾‾－‾‾‾‾‾‾‾▼‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾－  

；ァ 自己覚知  

相談援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、  

社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲  

げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技術として  

概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を滴養する。  

Q）総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発に係る  

具体的な相談援助事例を体系的にとりあげること。  

②個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助増面を想定した   

実技指導（ロールプレーイング等）を中心とする演習形態により行うこ   

と。  

イ 基本的なコミュニケーション技術の習得  

喜 り 基本的な面接技術の習得  

：工 次に掲げる具体的な課題別の相談援助事例（集団に対する相  

【 談援助事例を含む。）を活用し、総合的かつ包括的な援助につい  

て実践的に習得すること。 l  

● 社会的手非除  

● 虐待（児童・高齢者）  

● 家庭内暴力（D．∨）  

● 低所得者  

● ホームレス  

● その他の危機状態にある相談援助事例（権利擁護活動を含  

む。）  
トーーーーーーーーーーー・…＝－＝＝－－－－‥＝－一－…－－－－……－－－－一一一－－－＝－＝－－－－  

：オ エに掲げる事例を題材として、次に掲げる具体的な相談援助場  

面及び相談援助の過程を想定した実技指導を行うこと。  
● インテーク  

● アセスメント  

● プランニング  

● 支援の実施  

；●モニタリング  

● 効果測定  

● 終結とアフターケア  

86  

シラバスの内容  

含まれるべき事項  

カ オの実技指導に当たっては、次に掲げる内容を含めること。  
● アウトリーチ  

● チームアプローチ  

● ネットワーキング  

● 社会資源の活用■調整・開発  ●
●
－
t
「
■
一
 
 

＋     ＋  

キ 地域福祉の基盤整備と開発に係る事例を活用し、次に揚げる  

事項について実技指導を行うこと。  

● 地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握   

● 地域福祉の計画   

● ネットワーキング   

● 社会資源の活用・調整・開発  

● サービスの評価  

②相談援助実習後に行うこと   
「‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾◆－  

相談援助に係る知識と技術について個別的な体験を一般化し、実  
践的な知識と技術として習得できるように、相談援助実習における学  
生の個別的な体験も視野に入れつつ、集団指導並びに個別指導によ  
る実技指導を行うこと。  

（注1）相談援助の知識と技術に係る科目として主に「相談援助の基盤と専門軌、r相談援助の理論と方法」、「地域福祉の理論と方法」、r福祉行財   
政と福祉計画j、「福祉サービスの組織と経営」、「相談援助実習」、「相談援助実習指導」などの科目。  

（注2）相談援助演習の実施にあたっては、相談援助実習指導、相談援助実習の教育内容及び授業の進捗状況を十分踏まえること。  
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シラバスの内容  

含まれるべき事項  

・相談援助実習の意義について理解する。   

・相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助  

に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術  

等を体得する。  

・社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課  

題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。  

・具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化  

し体系立てていくことができる能力を洒養する。  

○次に掲げる事項について個別指導及び集団指導を行うものとする。  

：ア 相談援助実習の意義  

三 イ実際に実習を行う実習分野（利用者理解含む。）と施設・事業  

者・機関・団体・地域社会等に関する基本的な理解   
トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●●●＿＿＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿▼＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿．  

1 ：り 実習先で必要とされる相談援助に係る知識と技術に関する理  

解   
し一一一－－－－－－－一一一一一一－－一一－－＿－＿＿－＿＿－＿＿＿＿＿＿＿▼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿．  

：エ 現場体験字音及び見学実習（実際の介護サービスの理解や各  

種サービスの利用体験等を含む。）   
L一－－一一－－－－■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－＿＿＿＿＿＿＿－＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿■■＿■－＿＿＿＿＿＿  

：オ実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等の理解  

（個人情報保護法の理解を含む。）   
「‾‾‾‾‾‾‾‾‾▼‾－‾‾‾‾‾－‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－－－－－－－一一－－－－－－－－一一－  

：力「実習記録ノートJへの記録内容及び記録方法に関する理解   
r－‾‾‾‾‾‾－－‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾－■●－－－－－－－一一－－－－一－－－－－一一－－一・  

≡ キ実習生、実習担当専任教員、実習先の実習指導者との三者協  

議を踏まえた実習計画の作成  

；ク 巡回指導  

ケ 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理と実習総括レポー  

トの作成  

コ 実習の評価全体総括会  

（注1）相談援助実習を効果的にすすめるため、実習生用の「実習指導マニュアル」及び「実習記録ノート」を作成し、実習指導に活用すること。  

（注2）実習後においては、その実習内容についての達成度を評価し、必要な個別指導を行うものとする。  

（注3）実習の評価基準を明確にし、評価に際しては実習先の実習指導担当者の評定はもとより、実習生本人の自己評価についても考慮して行うこと。  
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シラバスの内容  

含まれるべき事項  

・相談援助実習を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的  

かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。  

・社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課  

題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。  

・関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的  

に理解する。  

0）学生は次に掲げる事項について実習指導者による指導を受けるもの   

とする。  

（診相談援助実習指導担当教員は巡回指導等を通して、次に掲げる事項   

について学生及び実習指導者との連絡調整を密に行い、学生の実習状   

況についての把握とともに実習中の個別指導を十分に行うものとする。  

：ア 利用者やその関係者、施設・事業者一機関・団体等の職員、地域  

住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションや人との付き  

合い方などの円滑な人間関係の形成  

；イ 利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成   
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．  

ウ 利用者やその関係者（家族・親族・友人等）との援助関係の形成  

；工利用者やその関係者（家族・親族・友人等）への権利擁護及び支  

援（エンパワメントを含む。）とその評価  
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿●＿●●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿  

：ォ多職種連践をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際  
】  
L＿＿＿＿＿－＿＿－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿－＿＿＿＿＿＿＿－＿＿■＿＿＿－－－＿＿＿－－＿＿＿＿  

：力社会福祉士としての職業倫理、施設・事業者・横臥団体等の職  

員の就業などに関する規定への理解と組織の一員としての役割と  

責任への理解  
ト・－－－一一－－－－－－－－－－・－・－－－－一－－－－－・－－・一一一一－－－－－－t－－‥－■－■●●－■  

：キ施設ヰ業者・機関・団体等の経営やサービスの管理運営の実際  

l  

ク 当該実習先が地域社会の中の施設・事業者・機関・団体等である  

ことへの理解と具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリー  

チ、ネットワークキング、社会資源の活用・調整・開発に関する理解。  

（注）相談援助実習を実施する際には、下記の点に留意すること。   

①配属実習に際しては．．健康診断等の方法により、実習生が良好な健康状態にあることを確認したうえで配属させること。  

㌔芝冨霊E、蒜慧誓讐時可能な細で選定することとし、実甲染野指導体制、実習中のリスク管粥については実習先との間で十 89   



○ 実習・演習担当教員については、現場における相談援助の知識及び技術を活用する   

ことにより、実践力の高い社会福祉士を養成する観点から、  
① 5年以上の実務経験を有する社会福祉士や一定の教歴を有する者を原則としつつ、  
②これら以外の者については、「社会福祉士実習■演習担当教員講習会」を新たに創設   

し、その受講を義務付けることとする。  

見直し案   

（か大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教育機   

関において、法令の規定に従い、当該科目を担当する  

教授、准教授、講師（非常勤を含む。）又は助教として豊   

年以上担当した経験のある者  

（∋専修学校の専門課程の専任教員として、当該科目を  

旦生以上担当した経験のある者  

①大学院、大学、短期大学及びこれらに準ずる教育機   

関において、法令の規定に従い、当該科目を担当する  

教授、助教授又は講師（非常勤を含む。）として選考され  

た量  

（診 専修学校の専門課程の専任教員として、当該科目を   

旦生以上担当した経験のある者  

③ 大学院において 当該科目に関する研究領域を専攻   

した看で修士又は博士の学位を有する着  

金社会福祉士資格取得後、5年以上相談援助業務に   

従事した経験のある者  

⑤ 社会福祉援助技術現場妾 習及び社会福祉援助技術   

現場実習指導については、社会福祉援助技 術論、社会   

金社会福祉士資格取得後、5年以上相談援助業掛こ   
従事した経験のある者  

房）のから（勤までに該当しない看であって 

含む」   

溝直ら寮∴  
■：・｝ヽ1 

【経過1普帯】  

⊂）平成21年3月31日において」訊こ実習・演習を担当  

する教昌 であって、のから8）までに該当しないものにつ  

いては、平成24年3月31日までの間、引続き実習・演  

することができるものとするn  

91   －96－  



Ⅳ＋③二重垂麺睡蓮妻帯鞋盛醸  
○ 実習・演習担当教員の員数については、現行、養成施設における演習科目のみ、20：  

1以上で配置しなければならないこととされているが、学生1人1人に対し、よりきめ細か   

い教育を行うことを通じて、より実践力の高い社会福祉士を養成する観点から、大学も含   
め、演習と実習指導について、現行制度と同様、20：1以上の教員を配置しなければなら   

ないこととするl，  

見直し案   行   

習及び相談援助案習指導の授業を行う   社会福祉援助技術 習が学生20人以下で実施が可 

に当たっては∴少なくとも学生20人につき1人以上の教  

員を有すること。  

（到大学等にあっては．（¶の数昌のうち∴少なくとも1人以  

上は専任の致昌を配置すること。   

92  

見直し案   現行   

1の実習を行う 三 又は事業に係る事業所において、   
ことができる学生数は 

社会福祉援助技術現場実習を行う施設又は事業に係   
同時に受け入れる 行  る事業所の数（市町村において社会福祉援助技術現場   
う施設又は事業に．、る事業所に従事する実習指 導者の  実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。）は   

員数に5を乗じて得た数を上限とすること。   社会福祉援助技術現場実習の必要な学生数の五分の  

一以上であること。   

（ex．）実習の必要な学生が20人の場合  

〈現行〉 A施設 5人 → 〈見直し後〉 A施設（実習指導者a）5人  

B施設 5人  

C施設 5人  

D施設 5人  

（実習指導者b）5人  

（実習指導者c）5人  

小計15人  

B施設（実習指導者d）5人  

合計 20人  合計20人  
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実習指導者は、次のいずれかの要件に該当する看であ  

ること。  

（か社会福祉士の資格取得後、3年以上相談援助業務   

に従事した経験のある者  

福祉法第6粂に規定する社会福祉主事として、8年以   

上相談援助業務に従事した経験のある者  

が行う社会福祉   

士養成施設実習指導者 

祉士の資格を有する者  

① 実習指導者は、社会福祉士の資格取得後、3年以上   

相談援助業務に従事した経験のある看であって、厚生   
労働大臣が別に定める基準を満たす 

修了したものであること。  

94  

【経過措置】   

② のの規定にかかわらず、当分の問、次のいずれかの   

であっても差し支えないものとする∩   

ア 児童福祉司、身体障害者福祉司∴社会福祉法笠14   

条笠1項第一号の所昌．知的障害者福祉司又は老人   

福祉法第6条に規定する社会福祉主事として、8年以   

上相談援助業務に従事した経験のある者   

イ 平成21年3月31日までの間に、社会福祉法人全   

祉士養成施設実習   

者特別研修課程を修了し、かつ、社会福祉士の   

資格を有する者  

31日に  
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○効果的な実習教育を確保する観点から、実習は1の実習施設において120時間以上  
行うことを草本とする。   

○実習担当教員が週1回以上の定期的巡回指導を行わなければならない要件を緩和す   

る。  

見直し案  

①各実習施設における実習計画が、当該実習施設との   

連携の下に定められていること。  

の一連の過程を網羅的かつ集中   

的に学習できるよう、1の実習施設において120時間   

以上行うことを基太とすること  

③実習担当教員蛙J少なくとも週1回以上の定期的巡   

回指導を行うこと   

ただし、これにより難い場合については、実習期間中   

に、御こ、   

脚こ学生が   

も差し支えないことと払  

亜 美習において知り得た個人の秘密の保持について、   

実習生が十分配慮するよう指導すること。  

① 各実習施設における実習計画が、当該実習施設との   

連携の下に定められていること  

②実習施設は、実習担当教員による週1回以上の定期   

的巡回指導が可能な地域に存すること。  

③ 実習において知り得た個人の秘密の保持について、   

実習生が十分配慮するよう指導すること。  

○ 現に福祉サーービスに従事してる者について、その負担を軽減し、社会福祉士国家資格   
の取得を促す観点から、現行の1年以上の実務経験を経た者については、実習及び実   

習指導が免除される取扱いを維持する。  

見直し案   現行   

指定施設において－一年以上相談援助の業務に従事し  指定施設において一年以上相談援助の業務に従事し   

た後、入学し、又は入所する者については、相談援助実  た後、入学し、又は入所する者については、社会福祉援   

呈及び相談援助実習過重の履修を免除することができる  助技術現場実習 助技術現場実習指導  

の履修を免除することができる。   
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○ 通信課程における教育内容については、実践力の高い社会福祉士を養成するという   
授業は行わないこととする一方、実習指導及 観点に立って、講義系科目に係る面接 び頚   

習に関する面接授業の充実を図る。   

○ また、通信課程における実習については、現行、通学課程の半分の時間数で足りるこ   
ととされていたが、上記と同様の観点から、通学課程と同様の時間数への充実を図る。  

99   ー100－  



科目名   
r一考三強   

人体の構造と機能及び疾病   

心理学理論と心理的支援   

社会理論と社会システム   

社会保障   

社会調査の基礎   

相談援助の基盤と専門棟   

相談援助の理論と方法   

地域福祉の理論と方法   

福祉行財政と福祉計画   

福祉サービス組織と経営   

相談援助演習   

相談援助実習指導   

相談援助実習   

現代社会と福祉   

高齢者に対する支援と介護保険制度   

障害者に対する支援と障害者自立支援制度   

児童や家庭に対する支援児費・家庭福祉制度   

低所得者に対する支援と生活保護制度   

保健医療サービス   

就労支援サービス   

成年後見制度   

更生保護制度   

．ヽ・∴、－，・：∴ヽ－▲●∴．、、．・，  

（参考）現行の通信課程における教育力リキュラム  

一姫養成施設  短期養成施設  
科目   虐」巽茅好  

面接授業  印刷教材  実習  面接授業  印刷教材  実習   

社会福祉原論   6C肋   6h   162h  

老人福祉論   6∂わ   6h   162h  

障害者福祉論   6伽   6h   162h  

児童福祉論   6C肋   6h   162h  

社会保障論   β伽   6h   162h  

公的扶助論   β伽   3h   81h  

地域福祉論   β8肋   3h   81h  

社会福祉援助技術論   720わ   12h   324h  

・社会福祉援助技術演習   72∂／】   12h   324h    ／  12h   324h   ／   
社会福祉援助技術現場実習   

社会福祉援助技術現場実習指導   

心理学   

社会学   

法学   

医学一般   

介護概論   
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○ 養成施設の通信課程における教育方法に関する基準については、現行の基準を前提   

としつつ、面接授業（スクーリング）については、大学等や養成施設等への委託が可能な   
取扱いとする。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案  

①印刷教材は、別表第三に定める各科目について、同  ① 印刷教材は、別表第○に定める各科目について、同   

表に定める時間以上の学習を必要とするものであって、   

その内容は次によるものであること。  

（1）正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図  

表が適切であること。  

（2）統計その他の資料が新しく、かつ、権威あるもので  

あること。  

（3）自学自習についての便宜が適切に図られていること。  

虐）面樟 揺業は、養成施設等の教員によって行わなけれ   

らない。ただし、当 
の管理等を確実 に行うことができる場 

託先が次のいずれかに該当する場合については、面   

ことも差し支えない∩  

塵面接授業の内容は、別表第○に定めるもの以上であ   

ること。   

表に定める時間以上の学習を必要とするものであって、  

その内容は次によるものであること。  

（1）正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図   

表が適切であること。  

（2）統計その他の資料が新しく、かつ、権威あるもので   

あること。  

（3）自学自習についての便宜が適切に図られていること。  

（∋ 面接授業の内容は、別表第三に定めるもの以上であ  ること。  
102  

見直し案  

金通信課程における指導は、通信指導及び添削指導と   

し、その方法は、次によること。  

（1）通信指導は、計画的に行うこと。  

（2）添削指導は、別表第○に定める各科目について一   

回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、   

学習上の注意等を記入すること。   
※ 通信課程の学生の評価に当っては、指定規則別  
表第○に定める科目毎に、当該授業内容への理解  

点から、少なくとも1回以上レポート  

等の 
の確認を行う観  

提出を求めるとともに．印刷教材による授業の  
時間数90晴間（印刷教材による授業の時間数が90  

時間に満たない場合については、当該時間数）につ  

き1回以上の添削指導を行うものとする。（相談援助  

実習及び相談援助実習指導は除く。）  

＆別表第○に定める各科目を教授するのに必要な致   

の教員を有し、かつ、一人は専任教員であること。   

※ 添削指導者  

各科目毎の教員の資格要件に該当する者及び  

現に大学院において、当該科目に関する研究領域  

を専攻している着  

金講義室が面接授業実施期間において確保されている   
こと。  

金少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室が   

面接授業実施期間において確保されていること。  

金実習の内容は、別表第○に定めるもの以上であるこ   

と。  

③ 通信課程における指導は、通信指導及び添削指導と   

し、その方法は、次によること。  

（1）通信指導は、計画的に行うこと。  

（2）添削指導は、別表第三に定める各科目について一   

回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、   

学習上の注意等を記入すること。   
※ 通信課撞の学生の評価に当っては、指定規則別  

表第三に定める科目毎に、面接授業時に試験等を  

実施するとともに、印刷教材による授業の時間数旦1  
唾鼠につき1回以上の添削指導を行うものとする。   

（社会福祉援助技術現場実習及び社会福祉援助技  
術現場実習指導は除く。）  

④別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数   

の教員を有し、かつ、一人は専任教員であること。   
※添削指導者  

各科目毎の教員の資格要件に該当する者及び  

現に大学院において、当該科目に関する研究領域  

を専攻している者  

⑤講義室が面接授業実施期間において確保されている   
こと。  

⑥少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室が   

面接授業実施期間において確保されていること。  

⑦実習の内容は．、別表第三に定めるもの以上であるこ   

と。  
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○ 養成施設の通信課程については、現行、事務職員の配置が求められていないが、事   
務作業等による教員の負担を軽減し、教育へ専念させる観点から、新たに専任の配置を   
義務づけることとする。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

104  
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106  

○ 社会福祉士養成施設については、今後、その入学希望者が自らの希望に応じて適切  

な選択ができるよう、必要な情報を提供していくことが重要であることから、一定の内容   

について、新たに情報開示を行うものとする。【一般養成施訃短期暮成施設共通】  

○現行の社会福祉士養成施設の指定基準においては、情報開示に係る具体的な規定は定められて  

いないところ。   

○しかしながら、介護福祉士については、昨年7月に取りまとめられた介護福祉士のあり方及びその  

養成プロセスの見直し等に関する検討会報告書にれからの介護を支える人材について」において  

は、次のとおり提言がなされているところ。  

養成施設の施設設備等についでは、現在、必要な教室、教育用器具機材、図書の整備など項目ご出二詳  
ml－1彗肌㌻ ▲i＿■1l、壬 l▲、l轟、」L＆ナ㌧∴∵ノし1Jk∴∴■Li占i－▲■上さ占一■＿d，■，■．．＿ノし∴1ニ ー， ■－⊥■■．▲．Lエ爪1」▲▲二it■d■－■Jナ ▲ 一＿⊥d，集l■  
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（1）情報開示の項目   

○社会福祉士養成施設における情報開示の項目については、他の制度における情報開示の項目   

を参考としつつ、次のとおり定め、これらの開示を行うものとする。  

【法人情幸艮】  

① 法人種別、法人名称∴法人の主たる事務所の住所・連絡朱  
② 法人代表者氏名  

③ 養成施設以外の実施事業  
④ 財務諸表  

【養成施設情報】  

① 責成施設名称、養成施設の住所・連絡先 
② 養成施設代表者氏名 
③ 養成施設の開設年月日  
④ 
⑤ 研修施設、図書館（蔵書数を含む。）等の設備の概要  

108  

【養成課程情報】   

【実績情報】  

【その他情報】  
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○ ワムネットや養成施設のホームページ等を通じて、広く一般に公開することを原則とする。  

○なお、入学希望者等が開示された情報を容易に比較検討できるよう、情報開示に係る標準的な   

様式例を示すことを検討する。   

（3）留意事項  

○情報開示の義務付けと併せて、開示内容の適正性を担保する観点から、虚偽又は誇大な情報   

を開示してはならないこととする。  

110  
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家試験の受験資格における  

実務経験の範囲  

112  

○ 昨今の福祉サービス現場においては、自立した日常生活を支える観点から、就労支援の重要性   
が高まっていることから、新たに実務経験の対象施設として、障害者就業・生活支援センター等を位   

置付けることとする。  

【現行】  【見直し案】  

・虐害者郵栗■尊者ち好センター等における  
彪眉仁っいて統御対顔とをっ丁い  
をいニ  

ー107－   113   



○児童養護施設等に配置される保育士については、当該施設が行うサービスの内容として生活指  

導や職業指導等に係る相談援助業務が制度的に位置付けられている（最低基準において明記さ  

れている）ことから、現行、既に実務経験として認められている児童指導員と同様に、保育士につい  

ても実務経験を認めることとする。   

なお、対象となる施設は、児童福祉施設のうち、生活指導や職業指導等がサービスとして位置付  

けられているものに限るものとする。  

【現行】  【見直し案】  

働等にお／′る原音士仁つい丁ば、  
二寿務絃静のガ慶とをっnlをい。   

※ 児童福祉施設のうち、生活指導又は職業指導（最低基準）や相談及び援助（指定基準）がサービスとして位置   

付けられているもの  

高齢者関係施設 慨車軸纏庭軒 児童洩蕗施設 吏わ他 

・養護老人ホーム   ・身体障害者更生相談所   ・児童相談所   ・保健所   
・特別養護老人ホーム   ・身休障害者福和上センター   ・母子生活支援施設   ・病院・診療所   
・軽費老人ホーム   ・身体障害者更生施設   ・児童養護施設   ・救護施設   
・老人福祉センター   ・身体障害者療諸施設   ・児童自立支援施設   ・更生施設   
・老人短期入所施設   ・身体障害者授産施設   ・児童家庭支標センター   ・授産施設   
・老人デイサービスセンター   ・身休障害者生活支援事集   ・児童自立生活援助事業   ・宿所提供施設   
・老人介護支援センター   ・身体樽害者自立支浅手集   ・短期入所生活援助事業、夜間養護等  ・福祉事務所   
・指定適所介護（基準該当を含む。）  ・知的障害者更生相談所   事業   ・婦人相談所   
・指定介護予防適所介護（基準該当を含  ・知的障害者更生施設   ・地域子育て支援事業   ・婦人保護施設   

む。）   ・知的障害者授産施設   ■知的障害児施設   ・母子福祉センター   
・指定短期入所生活介護（基準該当を含  ・知的障害者福祉工場   ・知的障害児通園施設   ・隣保館   

む。）   ・知的障害者通勤寮   ・盲ろうあ児施設   ・地域福祉権利擁護事業   
・指定介護予防短期入所生活介護（基準  ・療育等支横手葉 ・肢体不自由児施設   ・市区町村社会福祉協譲会   
該当を含む。）   ■地域障害者生活支援事業   ・情緒障害児短期治療施設   ■地方更生保護委員会・保護観察所   
・指定適所リハビリテーション   ・のぞみの園   ・重症Ib身障害児施設   ・更生保護施設   
・指定介護予防通所リハビリテーション  ・精神保健福祉センター   ・児童デイサービス   ・労災特別介護施設   
・指定短期入所療養介護   ・精神障害者生活訓練施設   リb身障育児総合通冠センター   ・地域福祉センター   
・指定介護予防短期入所療養介護  ・精神特等者授産施設   ・国立病院妻託病床   ・ホームレス相談推進業務   
・指定認知症対応型適所介護   ・精神障害者福祉工場   ■重症心身障害児（看）通園事業   ・ホームレス自立支援センター   
・指定介護予防認知症対応型通所介護  ・精神障害者地域生活支援センター  ・家庭支援電話相談事業   
・指定小規模多機能型居宅介護   ・精神障害者退院促進支援事業  ・ヴェトナム難民収容所   
・指定介護予防小規模多機能型居宅介  ・相談支援事業  
護   

・子供家庭相談事業  
・障害者支援施設  ・乳幼児健全育成相談事業   

・指定法知症対応型共同生活介護  ・生活介護  ・すこやかテレホン事業   
・指定介護予防認知症対応型共同生活  ・知的障害者専門相談事業  
介護  ・就労移行支援  

・指定居宅介護支接  ・就労継続支援  
・介護老人福祉施設  ・重度障害者等包括支援  
・介護老人保健施設  ・障害者デイサービス  
・介護療養型医療施設  ・短期入所  
■地域包括支援センター  ・共同生活介護  
・生活支援ハウス  ■共同生活援助  
・有料老人ホーム  ・福祉ホーム  
・指定特定施設入居者生活介護を行う適  

合高齢者専用賃貸住宅  ・日．中一時支援事業  

・地域密着型特定施設入居者生活介護  
を行う適合高齢者専用貸賃住宅  ・聴覚障害者情報提供施設  

・指定介護予防特定施設入居者生活介  
護を行う適合高齢者専用賃貸住宅  

・高齢者総合相談センター   
ll 



○ 現行制度においては、実務経験の対象施設において実務経験を有する者については、社会福祉   
士養成施設における実習が免除されることとされているが、実務経験の対象施設と実習施設の範   

囲を比較すると、実務経験の対象施設の範囲の方が広く、必ずしも両者の整合性が確保されてい   
ない状況にある。   

こうした現状を踏まえ、実習施設の範囲と実務経験の対象施設の範囲とが原則として一致（現に廃  

止されている施設を除く。）するよう、見直しを行う。  

【見止し案】  

痢ほ依㈱仁ついてば、  

二者甜の．対顔彪窟の局留r＝ぱ彪産材／ナら  

カロl右カfち、真説畝穿の顔亡ばβZ置〝  

けら．れ丁いをい。  

実務経額の対象施設の範囲と実習施設の  

範囲を原則として一致させる。  

（ex．）実務経験の対象施設に位置付けられていながら、実習施設に位置付けられていないものであって、新たに  

実習施設として位置付けるもの（①）や実務経験の対象施設及び実習施設の双方に新たに位置付けるもの（②）  

高齢者関係施設   障害者関係施設   児童関係施設   その他   

・老人デイサービスセンター   ・相談支援事業   ・児童相談所   ・病院■診療所   
・老人短期入所施設   ・障害者支援施設   ・母子生活支援施設   ・救護施設   

・養護者人ホーム   ・生活介護   ・児童養護施設   ・更生施設   
・特別養護老人ホーム   ・自立訓練   ・知的障害児施設   ・授産施設   
・軽費老人ホーム   ・就労移行支援   ・知的障害児通園施設   ・福祉事務所   
・老人福祉センター   ・就労継続支援   ・盲ろうあ児施設   ・市区町村社会福祉協議会   
・老人介護支援センター   ・重度障害者等包括支援   ・肢体不自由児施設   ・婦人相談所   
一老人デイサービス事業   ・共同生活介護   ・重症心身障害児施設   ・婦人保護施設   

一介護老人保健施設   ・共同生活援助   ・情緒障害児短期治療施設   ・母子福祉センター   
・地域包括支援センター   ・福祉ホーム  ・児童自立支援施設  

・地域活動支援センター  ・指定医療機関  
※上記については、主として身体障  

害者又は知的障害者に行うものに  
限る。  

・身体障害者更生相談所  
・身体障害者福祉センター  
一旧身体障害者更生施設  
・旧身休障害者療護施設  

・旧身体障害者授産施設  
・知的障害者更生相談所  
・旧知的障害者更生施設  
・旧知的障害者授産施設  
・旧知的障害者通勤寮  
・のぞみの園  
・障害者デイサービス  
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○ 現行制度においては、社会福祉士養成施設から他の社会福祉士養成施設への転入学等が認め   
られていないが、教育内容が同等であることを前提として、単位互換を認め、これが可能となる仕組   

みとする。   

○単位互換を行ラに当たっては、大学又は社会福祉士養成施設が、当該大学等における開講科目   

の教育内容と既修得科目の教育内容とを比較した上で、当該大学等が同等と認めた場合であって、   

当該大学等における開講科目として履修認定を行う場合に限るものとする。   

○ ただし、相談援助実習と相談援助実習指導については、両科目を一体として行うことにより、教育   
効果が見込まれることから、いずれか一方の科目のみの単位互換は認めないものとする。  

他の社会福祉士養成  
他の大学への転入学等  

施設への転入学等   

他の資格の養成施設  

への転入学等   

大学において既習得科目が   

ある場合   
○   ズ →Q   ‾※   

社会福祉士養成施設におい  
○   ズ →Q   ‾丼   

て既修得科目がある場合  

他の資格の養成施設におい  

て既修得科目がある場合   
○   ズ →Q   ‾※   

（注）※印については、当該他の資格の養成施設の指定基準等において、転入学等が認められているか否かによる。  
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○ 教育力リキュラムの見直しとこれに併せて行われる以下の基準の見  

直しについては、平成21年4月1日から施行する。   

「Ⅰ教育力リキュラム等の内容」   

「Ⅱ 教員」   

「Ⅲ 施設設備」   

「Ⅳ 実習・演習」   

「Ⅴ 通信課程」   

「Ⅵ 情報公開」   

「Ⅷ 転入学等の取扱い」  

O「Ⅶ 国家試験の受験資格における実務経験の範囲」については、平   

成20年度試験（平成21年1月に実施予定）から施行する。  
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作業チームの構成  

○ 委員は、専門有識者と実践者で編成。  

○ 上記委員とは別に、作業チームにおける議論を円滑にするために、国際的な動向や学術的情報に関する資料  

等を収集、整理する者として、「特別委員」を置く。  
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氏  名   所 属 ・ 役 職   

委員   池田 恵利子   独立型社会福祉士事務所いけだ後見支援ネット 代表   

委員   岩間  仲之   大阪市立大学大学院 准教授   

委員   上野谷加代子   同志社大学 社会学部 教授   

委員   大橋  謙策   日本社会事業大学 学長   

委員   黒木  保博   同志社大学 社会学部 教授   

委員   篠田  大垣市役所 福祉部 介護保険課 社会福祉士   

委員   白澤  政和   大阪市立大学大学院 教授   

委員   田村  里子   東札幌病院 MSW課 社会福祉士・医療ソーシャルワーカー   

委員   戸田 由美子   社会福祉士事務所ねこのて 代表   

委員   栃木 一三郎   上智大学 総合人間科学部 教授   

委員   中澤  伸   川崎市社会福祉協議会地域包括支援センター調整課 課長   

委員   福山  和女   ルーテル学院大学 総合人間学部 数授   

委員   山本 たつ子   天竜厚生会 常務理事   

特別委員   坪  洋一   日本女子大学 人間社会学部 講師   

特別委員   沖倉  智美   大正大学 人間学部 准教授   

特別委員   高良  麻子   東京学芸大学 教育学部 准教授   

特別委員   鳩間 亜紀子   社会福祉振興■試験センター 社会福祉専門員   

※ 五十音順  124  
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